
契
約
検
査
課
1
66
◆

1
1
7
8

物
品
等
小
額
随
意
契
約
希
望
者

登
録
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

平
成
22
・
23
年
度
に
市
が
発
注

す
る
物
品
の
買
入
れ
や
委
託
業
務

な
ど
の
契
約
の
う
ち「
少
額
で
内

容
が
軽
易
な
契
約
」を
希
望
す
る

方
は
、
物
品
等
小
額
随
意
契
約
希

望
者
登
録
申
請
書
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
現
在
登
録
を
し

て
い
る
方
も
、
有
効
期
限
が
3
月

31
日
ま
で
で
す
。
引
き
続
き
登
録

を
希
望
す
る
に
は
改
め
て
申
請
書

の
提
出
が
必
要
で
す
。

○
定
時
の
受
付　
3
月
1
日
㈪
〜

31
日
㈬（
市
役
所
開
庁
時
の

み
）

　
有
効
期
間　
4
月
1
日
〜
平
成

24
年
3
月
31
日

○
随
時
の
受
付　
4
月
1
日
㈭
か

ら（
市
役
所
開
庁
時
の
み
）

　
有
効
期
間　
受
付
の
翌
日（
休

日
の
場
合
は
休
日
後
の
最
初
の

平
日
）〜
平
成
24
年
3
月
31
日

受
付
場
所　
契
約
検
査
課（
本
館

3
階
）

提
出
書
類　
市
指
定
様
式（
契
約

検
査
課
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

※
詳
し
く
は
、
契
約
検
査
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

環
境
課
1
66
◆

1
1
2
1

野
犬
を
増
や
さ
な
い
た
め
に

市
内
、
特
に
山
間
部
に
お
い
て

野
犬
の
目
撃
情
報
が
多
く
届
け
ら

れ
ま
す
。
市
で
は
愛
知
県
動
物
保

護
管
理
セ
ン
タ
ー
と
連
携
を
と

り
、
地
元
の
協
力
を
い
た
だ
い
て

オ
リ
に
よ
る
捕
獲
な
ど
の
対
処
を

し
て
い
ま
す
が
、
動
物
愛
護
の
観

点
も
あ
り
、
な
か
な
か
効
果
が
上

が
ら
な
い
の
が
現
状
で
す
。

蒲
郡
市
の
野
犬
の
特
徴
は
、
市

街
地
に
出
る
こ
と
、
体
格
が
い
い

こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
、
市
街
地

近
く
に
餌
場
に
な
っ
て
い
る
場
所

が
あ
る
の
で
は
と
推
測
さ
れ
ま

す
。野

犬
の
捕
獲
に
は
、
地
域
の
方

の
理
解
と
協
力
が
必
要
で
す
。
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
町
に
す
る
た

め
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

野
犬
を
増
や
さ
な
い
た
め
に

・
む
や
み
に
エ
サ
を
あ
げ
な
い

・
エ
サ
を
得
ら
れ
る
状
況
を
作
ら

な
い（
生
ゴ
ミ
の
処
理
、
ペ
ッ

ト
の
エ
サ
の
管
理
な
ど
）

・
飼
い
犬
の
逃
走
の
防
止

・
飼
え
な
く
な
っ
た
犬
を
遺
棄
し

な
い（
遺
棄
は
犯
罪
で
す
！
）

・
捕
獲
の
た
め
の
情
報
提
供（
目

撃
日
時
、
場
所
、
頭
数
、
特
徴

な
ど
）

野
犬
を
見
か
け
た
と
き
は
、
愛

知
県
動
物
保
護
管
理
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
５
３
２
◆

33
◆

３
７
７
７
）

へ
。

清
掃
課
1
57
◆

4
1
0
0

ユ
ト
リ
ー
ナ
情
報

★
バ
ー
デ
ー
ゾ
ー
ン
で
ワ
ン
ポ
イ

ン
ト
レ
ッ
ス
ン

温
か
い
プ
ー
ル
で
十
分
体
を
動

か
し
ま
し
ょ
う
。

○
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
レ
ッ
ス
ン

　

毎
週
火
曜
日　

午
後
2
時
〜
4
時

　

毎
週
金
曜
日　

午
後
6
時
〜
8
時

○
ア
ク
ア
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス

毎
週
第
1
・
3
土
曜
日

午
後
2
時
〜
3
時

※
予
約
は
不
要
で
す
。

利
用
料･

水
着
・
キ
ャ
ッ
プ
が

必
要
で
す
。

★
展
示
コ
ー
ナ
ー

展
示
コ
ー
ナ
ー
に
趣
味
の
絵
画

や
写
真
な
ど
展
示
し
ま
せ
ん
か
。

期　
間　
1
カ
月

料　
金　
無
料

問
合
先　
ユ
ト
リ
ー
ナ
蒲
郡

☎
57
◆

0
1
2
3

愛知県内の特定の産業に適用される7業種の産業別最低賃金が、12月16日から改正となりました。

最低賃金名 時間額 発効日

愛知県最低賃金 732円 平成21年10月11日

産
業
別
最
低
賃
金

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 853円

平成21年12月16日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具
製造業 831円

電子部品、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 796円
輸送用機械器具製造業 837円
計量器・分析機器、光学機械器具、レンズ、時計・
同部分品製造業 785円

各種商品小売業 781円
自動車（新車）小売業 818円

※詳しくは、豊橋労働基準監督署（☎0532◆54◆1192）へお問い合わせください。

愛知県の産業別最低賃金の改正のお知らせ

産業振興課 ☎66◆1119
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